
各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年　５月　吉日

「平成２３年度特許法等の改正」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催：稲門弁理士クラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　　細田　浩一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修担当　角田　　朗
拝啓

時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。
さて、本年度の稲門弁理士クラブ継続研修第１回として、平成２３年度特許法等の改正を採り上げます。
今年度の改正では、①通常実施権の当然対抗制度導入、②共同出願違反や冒認出願の取り扱いの変更、③新規性喪失の例外や翻訳文提出期限、特許料納付期限の要件緩和、④訂正制度の見直し、再審の訴え
における無効審決遡及効の制限、一事不再理効の見直しなど、大幅な改正が予定されております。
そこで一足先に、新旧対照条文、産業構造審議会知的財産政策部会資料及び特許制度研究会資料を基にした、平成２３年度特許法等の改正法に関する研修を開催いたします。
この研修が、今後の特許実務の一助となることを願っております。この機会に是非ご参加下さい。
敬具
　講師：弁理士　角田　朗　（志賀国際特許事務所）
　日時：平成２３年６月３０日（木）ＰＭ６：３０～８：４０（受付ＰＭ６：００～）

　会場：弁理士会館　２階会議室
会費：平成２２年合格者で早稲田大学（大学院）卒業生の方：   無　料

　　上記以外の方




 ：　２，０００円

　懇親会：参加者一律　




 ：　２，０００円

＊　本研修は継続研修の業務研修（選択科目）において、所定の条件により２単位が付与される予定です。遅刻、早退、中座の場合は単位が認められませんので、ご注意下さい。

＊　準備の都合上、６月２２日（水）までにメールで下記の角田宛にお申込み下さい。
＊　出来れば現行法の法文集をご持参下さい。

＊　会場の都合により、受講を制限させて頂く場合があります。お早めにお申し込み下さい。

＊　お食事・飲み物の用意は致しません。ご了承下さい。

＊　講義終了後、懇親会（会費：２，０００円）を開きます。是非ご参加下さい。

＊　研修についてのお問い合わせは、角田　（aktsunoda@gmail.com）までお願いします。



稲門弁理士クラブ主催　第１回研修会（06/30）受講申込書
稲門弁理士クラブ　角田　朗　宛　　　TEL：03-5288-5811(志賀国際特許事務所)
　（E-mail：aktsunoda@gmail.com）
                                                           　　　平成２３年　　月　　日
（ふりがな）

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録番号　　　　　　　　　　　　　　

　次のいずれかをご選択下さい。

　①　平成22年合格者で早稲田大学（大学院）卒業生の方

　②　上記以外の方（弁理士未登録の合格者を含む）
懇親会への参加の有無

　①　参加します　　　　　　　②　参加しません

